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第１章 経営戦略策定の趣旨 

 

本町には、特定環境保全公共下水道事業（以下、公共下水道事業）と農業集落排

水事業があります。公共下水道事業は、良好な水環境と快適な生活環境の確保を基

本目標に整備を進め、下水道の普及率は、令和 6 年 3 月末で 85.6％で、農業集落排

水事業を含めると 91.7％となり、下水道整備も終盤を迎えています。しかし、全国的な

傾向と同様に、今後は人口減少や節水機器の普及による有収水量の減少、整備して

きた下水道施設の老朽化による改築更新経費の増加が懸念されるなど、経営環境

はますます厳しくなってきます。 

このような情勢にあって、本町の下水道事業は、経費負担の原則のもと、より効率

的な事業運営を実施するため、平成 30 年 4 月に地方公営企業法の一部適用を実施

しました。 

他方、国にあっては、平成 21 年度から 25 年度にかけて、公営企業の抜本改革（統

廃合、民営化、広域的な連携等）の検討がなされ、地方公営企業会計基準の見直し、

公営企業会計の適用拡大、「経営比較分析表」の公表等、公営企業の見える化への

取り組みが進められてきました。さらには、平成 26 年８月 29 日付総務省通知の「公

営企業の経営に当たっての留意事項について」において、各公営企業が将来にわた

って安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画として「経営戦

略」の策定が要請され、平成 28 年１月 26 日付総務省通知「経営戦略」の策定推進に

ついて」においては、「経済・財政再生計画」の「集中改革期間」である平成 28 年度か

ら 30 年度までの間、集中的に策定を推進することが求められています。 

「経営戦略」は、経営環境の変化に即し、本町の下水道事業の運営を将来にわた

って安定的かつ持続的に進めるための指針として策定するものです。大きな社会情

勢の変化に対応した実効性のある中長期的な経営の基本計画による事業運営を行

うため、地方公営企業法の適用開始を機に、「経営戦略」を策定することとしました。

この策定については、国の示す「経営戦略策定ガイドライン」に基づき、計画期間を令

和 7 年度から令和 16 年度までの 10 年間とし、また、各事業のセグメントを考慮した

内容が求められることから、「竜王町下水道事業経営戦略」として水道事業とは統合

せずに策定するものです。 
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１. 経営戦略の位置付け 

 

 

 

 

 

 

（令和３年(2021年)３月） 

 

 

 

 

（令和７年(2025 年)３月） 

 

２. 計画期間 

  令和 7 年度～令和 16 年度（10 年間） 

 

  

【平成 30 年度】 

地方公営企業法適用 

農業集落排水の公共下水

道への統合検討 

 

「経営戦略」の策定推進に 

ついて 

（平成 28 年１月 26 日付総務省通知） 

経営戦略策定ガイドライン 

「竜王町下水道事業経営戦略」（令和 3 年度～12 年度） 

策
定 

「竜王町下水道事業経営戦略」（令和 7 年度～16 年度） 

 改
定 
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第２章 下水道事業の現状と課題 

１. 下水道事業の役割 

下水道は、町民生活の安全と都市機能を支える重要なライフラインです。家庭や事

業所・工場などから排出される汚水を処理して、町民の快適な居住環境を確保するた

め公衆衛生の向上に努めること、また、雨水を速やかに排除して浸水被害を防ぐと共

に、重要な水資源である琵琶湖や河川などの公共用水域の水質保全に貢献するた

め、重要な都市基盤施設として大きな役割を担っています。また、近年では浸水対策

に加え、地震などのリスクに対して被害を最小限に抑えるため、ハード面とソフト面の

両面からの施策を継続的に強化していくことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

２. 下水道事業の種類 

本町では、昭和 62 年度から特定環境保全公共下水道事業と農村地域の水質保

全、汚水の処理を図るため山中地区、殿村地区（岩井、川守）に農業集落排水事業を

着手しています。 

３. 下水道事業の現状 

下水道事業は、公共性、公益性の高い重要な都市基盤施設であることから、町の

最重点施策の１つとして積極的な整備を進めてきました。令和 5 年度末の下水道普

及率は 85.6％で農業集落排水事業を含めますと 91.7％と、滋賀県平均 93.0％をやや

下回る整備状況となっておりますが、全国平均 81.4％を上回っており、汚水整備も終

盤を迎えています。 

今後は、「施設の建設」から「施設の維持管理・改築更新」の時代へと転換していき

ます。一層の経営の効率化を目指して、平成 30 年４月から地方公営企業法を適用し

ていますが、「雨水公費・汚水私費」の原則のもと、下水道経営に欠かせない公共用

水域の環境維持と、持続可能な安定した下水道事業運営の実現に取り組んでいます。 

１.  汚水の排除… 衛生的で快適な生活環境の確保 

２.  雨水の排除… 地表に降った雨水を河川等に速やかに排除し 

浸水を防除 

３.  公共用水域の水質保全…生活排水や工場排水を適切に処理し

自然環境を保全 
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（１） 事業の現況 

 ① 施設 

 特定環境保全公共下水道事業 農業集落排水事業 

供用開始年度 

（供用開始後年数） 
平成 3 年度(34 年) 平成元年度（36 年） 

法適（全部適用・一部 

適用）・非適用の区分 

法適（一部適用） 

（平成 30 年４月１日） 

法適（一部適用） 

（平成 30 年４月１日） 

処  理  区  数 １0 区 2 区 

流域下水道等への 

接続の有無 
有 無 

汚水中継ポンプ場 無 無 
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② 排除方式 

下水道の排除方式には、合流式と分流式があります。本町の排除方式は分流式を

採用しています。分流式とは、汚水と雨水を別々の管渠で流す方法です。 特定環境

保全公共下水道事業では、家庭や工場から出る汚水は流域下水道に接続しており、

全て下水処理施設（終末処理場）に運ばれ、処理された後公共用水域（琵琶湖）に流

されます。 雨水はそのまま公共用水域に放流されています。また、農業集落排水事

業では、家庭から出る汚水は、各処理区の処理施設に運ばれ、処理した後公共用水

域（河川）に流されます。 

事業区分 目   的 処理方法 資金区分 

汚水事業 
公衆衛生の向上や公

共用水域の水質保全 

汚水を処理場で処理

し琵琶湖へ排水 
下水道使用料 

雨水事業 浸水被害の軽減 雨水を河川へ排水 町    税 

 ③ 使用料 

特定環境保全公共下水道事業 （1 か月当り） 

用   途 基本使用量・適用範囲 従量単価（税抜） 

一般排水 

基本使用量  15 ㎥まで 

   16～ 50 ㎥ 

51～ 100 ㎥ 

101～300 ㎥ 

301 ㎥～  

1,800 円 

125 円／㎥ 

130 円／㎥ 

135 円／㎥ 

140 円／㎥ 

特定排水 751 ㎥～ 165 円／㎥ 

 

農業集落排水事業                                 （1 か月当り） 

   区  分  基本料金（税抜） 人数割料金(税抜) 対象集落 

殿村地区処理区 

山中地区処理区 
1,505 円/戸 376 円/人 

岩井、川守 

山中 
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 ④ 水洗化の状況 

本町は下水道整備の推進、水洗化の促進により、水洗化人口も微増傾向にありま

す。水洗化率も 90％を超えていますが、汚水整備完了後は人口減少に伴い水洗化

人口も減少することが予測されることから、引き続き下水道未接続者の解消に向けた

水洗化の促進を図っていきます。また、農業集落排水事業は、平成元年に完了して

おり、集落住民の減少伴い水洗化人口も減少しています。今後も人口減少に伴い水

洗化人口も減少することが予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

特定環境保全公共下水道事業

年度

処理区域内人口

水洗化人口

水洗化率

H30 R1 R2 R3 R4 R5

10,313 10,158 10,064 9,953 9,832 9,688

9,376 9,290 9,179 9,099 9,003 8,871

90.9% 91.5% 91.2% 91.4% 91.6% 91.6%

農業集落排水事業

水洗化率 99.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5

処理区域内人口 785 758 735 723 711 699

水洗化人口 784 758 735 723 711 699
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 ⑤ 有収水量の推移 

有収水量や一人あたりの使用水量は、両事業共に横ばいの推移を示しています。 

しかし、今後は人口減少により有収水量が減少し、下水道使用料の減少が予測さ

れることから、これまで以上に厳しい経営環境となるものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ 組織 

本町の下水道事業は、上下水道課の下水道係としてあります。現在の組織体制は

次のとおりとなっています。下水道関係職員は、業務委託等を行い職員の削減に取

り組みながら、事業を進めています。 

 

 

 

 

  

竜王町長 

上下水道課長 

上水道係 

下水道係 
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 ⑦ 下水道使用料・企業債残高の推移 

下水道使用料は、供用開始区域の拡大により微増があるものの、節水機器の普

及や節水意識の高まり、人口減少等により今後の使用料収入は減少していくことが

予想されます。 

また、企業債残高については、平成 30 年度の約 392 千万円をピークに減少し、元

金償還金については、過去の整備に伴う企業債が順次償還されるため、徐々に減少

する見込みです。今後も「雨水公費・汚水私費」の原則に基づく適正な使用料算定を

検証していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧ 老朽化の状況 

  特定環境保全公共下水道 

   特定環境保全公共下水道事業における下水道管渠のうち、最も古い管渠は昭

和 62 年度に施工されており、現在 37 年経過しています。管渠の法定耐用年数は

50 年であり、今後、耐用年数を超える管渠が増加することで、大規模地震や腐食・

劣化に伴う管渠の破損により道路陥没事故の発生が懸念されます。 

   このような事態を防ぐため、今後はより一層老朽化・耐震化対策の推進が必要と

なります。 
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農業集落排水事業 

農業集落排水事業で保有している資産のうち、令和 5 年度末で法定耐用年数を

経過しているのは電気・機械設備となります。 

しかし、更新して継続利用する場合と公共下水道に接続する場合を比較した結

果、公共下水道に接続する方が費用対効果が高いため、今後は農業集落排水施

設を公共下水道へ接続する事業を進めることとします。 

 

 

 ⑨ 管渠の状況 

   特定環境保全公共下水道事業における令和 5 年度末の管渠延長は、累計で約

100 ㎞に達しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   また、農業集落排水事業における令和 5 年度末の管渠延長は、累計で約 8 ㎞

であります。 
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（２） 民間活力の活用等 

民

間

活

用

の

状

況 

ア 民間委託 

 （包括的民間委託を含む） 

上下水道施設の老朽化に伴い、維持管理費が年々増

加し、適正な維持管理に加え、技術サポートやコスト配分

の見直しを通じて、さらなる効率化とコスト削減、サービス

向上が求められています。 

また、下水道事業に従事する職員の減少により、災害

対応が難しくなる可能性があります。そのため、料金収入

の対応、施設の維持管理等については、高い専門性と技

術力を持つ民間事業者への包括発注を継続して実施しま

す。 

イ 指定管理者制度 なし 

ウ PPP・PFI なし 

資

産

活

用

の

状

況 

ア エネルギー利用  

※３ 
なし 

イ 土地・施設等利用 

 （未利用土地・施設の活用等） 

                 ※４ 

なし 

※３ 「エネルギー利用」とは、下水汚泥・下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源（資産を含 

みます）を用いた収入増につながる取組を指します。 

※４ 「土地・施設等利用」とは、土地・建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増 

につながる取組を指します（単純な売却は除きます）。 
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４. 現状の分析 

  現状の分析については、町で公表している経営比較分析表（令和 5 年度決算）を

用いるほか、過去 5 年間の全国平均や類似団体等との比較により分析を行います。 

  なお、本分析に用いられる指標の一部については、本町の経営の健全性を評価

するための指標とは算出方法が異なっている場合があります。 

 

【特定環境保全公共下水道】 

 (1) 事業規模・施設の効率性 

  グラフ凡例  ■竜王町  ●全国平均  ●類似団体   ※ 経営比較分析表から出典 
 

 
 

指 標 名 
（単位） 

計 算 式 内 容 分 析 結 果 

① 
施設 

利用率 
（％） 

1 日平均処理水量

現在処理能力
✕100 

施設・設備が一日に対応可能
な処理能力に対する、一日平
均処理水量の割合であり、施
設の利用状況や適正規模を判
断する指標。 
 

流域下水道で処理しているため該当なし
とする。 

② 
水洗化率 

（％） 

水洗便所設置済み人口

処理区域内人口
✕100 

現在処理区域内人口のうち、実
際に水洗便所を設置して汚水
処理している人口の割合を表し
た指標。 

類似団体と比較しても高い値を保持して
いる。 
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 (2) 収益性（収支の状況）・資産の状態 

  グラフ凡例  ■竜王町  ●全国平均  ●類似団体   ※ 経営比較分析表から出典 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指 標 名 
（単位） 

計 算 式 内 容 分 析 結 果 

①  
経常収支

比率 
（％） 

経常収益

  経常費用  
✕100 

料金収入や一般会計からの繰
入金等の収益で、維持管理費
や支払利息等の費用をどの程
度賄えているかを表す指標。 

100％を上回っておりますが、収
益の不足分を一般会計からの補
助金等で賄っている状況であ
る。 

② 
企業債残
高対事業
規模比率 

（％） 

企業債現在高合計 −一般会計負担額

営業収益 − 受託工事収益−雨水処理負担金

✕100 

料金収入に対する企業債残高
の割合であり、企業債残高の
規模を表す指標。 

下水道整備の実施に伴い類似
団体平均値を上回っている。今
後、投資の平準化を行い計画的
な借入に努めます。 

③ 
流動比率 

流動資産

  流動負債  
✕100 

流動負債に対する流動資産の
割合のことで、短期的な債務に
対する支払能力を表す指標。 

100％を下回っております。企業
債の償還が大きく影響し現金の
不足を一般会計からの補助金等
で賄っています。 
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 (3) 財務・料金 

  グラフ凡例  ■竜王町  ●全国平均  ●類似団体   ※ 経営比較分析表から出典 
 

 
 

指 標 名 
（単位） 

計 算 式 内 容 分 析 結 果 

① 
経費回収率 

（％） 

下水道使用料

汚水処理費
✕100 

使用料で回収すべき経費を、どの程
度使用料で賄えているかを表した指
標。使用料水準等を評価することが
可能である。 

汚水処理に係る費用が使
用料以外の収入で賄われ
ているため、使用料収入の
確保および汚水処理費の
削減が求められる。 

② 
汚水処理 

原価 
（円） 

汚水処理費

年間有収水量
 

有収水量 1 ㎥ あたりの汚水処理に
要した費用であり、汚水資本費・汚
水維持管理費の両方を含めた汚水
処理に係るコストを表した指標。 

類似団体平均値より低い
数値であることから、今後
も継続して費用の抑制が
必要である。 
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【農業集落排水】 

 (1) 事業規模・施設の効率性 

  グラフ凡例  ■竜王町  ●全国平均  ●類似団体  ※ 経営比較分析表から出典  

                        
 
指 標 名 

（単位） 
計 算 式 内 容 分 析 結 果 

① 
施設 

利用率 
（％） 

1 日平均処理水量

現在処理能力
✕100 

施設・設備が一日に対応可
能な処理能力に対する、一日
平均処理水量の割合であり、
施設の利用状況や適正規模
を判断する指標。 
 

類似団体平均値より高い数値
であることから、施設の利用状
況や規模は適正に稼働してい
る状況である。 

② 
水洗化率 

（％） 

水洗便所設置済み人口

処理区域内人口
✕100 

現在処理区域内人口のうち、
実際に水洗便所を設置して
汚水処理している人口の割
合を表した指標。 

類似団体と比較しても高い値を
保持している。 
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(2) 収益性（収支の状況）・資産の状態 

 グラフ凡例  ■竜王町  ●全国平均  ●類似団体  ※ 経営比較分析表から出典 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

指 標 名 
（単位） 

計 算 式 内 容 分 析 結 果 

①  
経常収支

比率 
（％） 

 経常収益 

  経常費用  
✕100 

料金収入や一般会計か
らの繰入金等の収益で、
維持管理費や支払利息
等の費用どの程度賄え
ているかを表す指標。 

100％を上回っておりますが、
収益の不足分を一般会計か
らの補助金等で賄っている状
況である。 

② 
企業債残
高対事業
規模比率 

（％） 

企業債現在高合計 −一般会計負担額

営業収益 − 受託工事収益−雨水処理負担金

✕100 

料金収入に対する企業
債残高の割合であり、企
業債残高の規模を表す
指標。 

新たな借入を実施していない
ため、類似団体平均値より低
い数値となっている。 

③ 
流動比率 

流動資産

  流動負債  
✕100 

流動負債に対する流動
資産の割合のことで、短
期的な債務に対する支
払能力を表す指標。 

企業債の償還額の減少によ
り、100％を大きく上回る数値
となっている。 
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 (3) 財務・料金 

  グラフ凡例  ■竜王町  ●全国平均  ●類似団体  ※ 経営比較分析表から出典 
 

 
 

                                 
指 標 名 

（単位） 
計 算 式 内 容 分 析 結 果 

① 
経費回収率 

（％） 

下水道使用料

汚水処理費
✕100 

使用料で回収すべき経費を、どの程度
使用料で賄えているかを表した指標。
使用料水準等を評価することが可能で
ある。 

汚水処理に係る費用が使用料以外の収
入で賄われているため、適正な使用料
収入の確保および汚水処理費の削減が
求められる。 

② 
汚水処理 

原価 
（円） 

汚水処理費

年間有収水量
 

有収水量 1 ㎥ あたりの汚水処理に要
した費用であり、汚水資本費・汚水維
持管理費の両方を含めた汚水処理に
係るコストを表した指標。 

類似団体平均値より低い数値であること
から、今後も継続して費用の抑制が必要
である。 
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５. 下水道事業の課題 

このような状況を踏まえ健全な事業運営をするために次のような課題解決に取り

組んでいかなければなりません。 

 

① 下水道使用料収入の確保 

② 支出（経費）の削減 

③ 農業集落排水施設の老朽化対策 

④ 下水道管渠の老朽化・耐震化対策 

⑤ 人材育成 

 

課
題
解
決
に
向
けた

取
組 
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第３章 経営の基本方針 

 

１. 基本方針 

本町の下水道事業は、衛生的で快適な生活環境の実現に向けて、町の最重点施

策の１つとして積極的な整備を進めてきた結果、下水道処理人口普及率も令和 6 年

3 月末で 91.7％となりました。一方で、今後は集中的に整備した施設・設備は老朽化

が進むことから、老朽化対策事業に対する改築更新費用が必要となってきます。 

しかし、今後は人口減少や少子高齢化の進行、生活様式の変化、省資源化、経済

成長の鈍化など社会構造の変化により下水道使用料収入の伸びは緩やかに下降し

ていくことが予想され、下水道事業の経営環境は厳しさを増すこととなります。 

こうした、経営環境の変化と時代の要請に的確に対応し、限られた経営資源を効

率的かつ効果的に活用しながら、適正な下水道事業運営と持続的な下水道サービス

の提供を行っていくため、次の三つの柱から構成される基本方針を定めました。 

 

 

 

 

 

（１） 快適なくらしの実現 

○ 良好な水環境の形成 

下水道は、安全、快適、清潔な町民生活を支えるインフラとして必要不可欠なも

のです。快適なくらしの実現を目指して、社会資本総合整備計画に基づき下水道整

備を進めます。 

○ 重要な水資源である琵琶湖や河川などの公共用水域の水質保全 

公共用水域の水質保全に貢献するため、汚濁負荷の低減と水環境の保全を進

めることが必要です。このことから、処理区域内で未接続となっている世帯等への

接続普及促進活動を実施し、水洗化率の向上を図ります。 

竜王町の下水道事業の基本方針 

（１） 快適なくらしの実現 

（２） 安全で安心なくらしの実現 

（３） 安定した経営基盤の確立と持続的な健全経営 
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（２）  安全で安心なくらしの実現 

○ 下水道施設の機能の適正な維持・改築更新 

安全で安心な町民生活を守るためには、下水道施設の状況を把握し、可能な限

りの延命化（長寿命化）を図りながら、適正な機能を確保することが必要です。下水

道施設機能の適正な維持管理・更新を行うため、ストックマネジメント計画に基づき、

持続可能な事業の実施を進めます。 

○ 総合的な管理体制の推進と不明水対策 

災害時の管理体制を確立するために事業継続計画（BCP）の策定や耐震化の対

象となる施設の特定・耐震化を進めるなど危機管理体制の充実を図ります。また、

不明水対策についても被害軽減対策と併せて県や関連市町と連携しながら進めて

いきます。 

（３） 安定した経営基盤の確立と持続的な健全経営 

○ 中長期的な視野に立った計画的な経営基盤の強化 

人口減少・少子高齢化社会を見据えた持続可能な経営体制を確保するために、

中長期的な視野に立った事業管理計画を策定し、PDCA サイクルの手法を用いて

継続的な改良と向上を図ります。 

○ 持続可能な健全経営 

民間委託の推進などによる経費削減や業務の効率化に取り組みます。また、将

来の経営環境の変化に対応し持続可能な健全経営を行うために、職員の能力向

上と経営意識改革に取り組みます。 

また、「雨水公費・汚水私費」の原則のもと、老朽化する下水道施設の更新費用

の確保と下水道使用料収入の増収対策を検討し、次世代に負担を持ちこさない適

正な事業運営に努めます。 
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第４章 効率化・経営健全化の取組み 

 

下水道事業では、下水道施設や管路の健全性を維持することが安全で快適な下

水道サービスを持続的・安定的に提供していくためには必要です。また、公営企業で

ある下水道事業は、公共の福祉の増進と併せて民間企業と同様に経済性を発揮した

運営が求められます。しかしながら、下水道事業は建設投資額が大きいため、国庫

補助金や企業債元利償還金に対する一般会計からの繰入れ（交付税措置）により、

かろうじて収支均衡を保っている状況であり、繰出し基準の見直し如何によっては経

営が成り立たなくなる要素を含んでいます。また、本町では下水道処理人口普及率も

令和 6 年 3 月末で 91.7％となり施設整備が進んでいますが、すでに始まっている人

口減少や節水型社会への移行等により、ますます厳しい経営環境が予想されます。 

一方、今後老朽化する下水道施設等に対する改築・更新という投資事業には多額

の資金が必要となるため、その投資試算（投資の所要額の見通し）と財源試算（下水

道使用料などの財源の見通し）を均衡させることが非常に重要となります。 

このことから、下水道事業の徹底した効率化・経営健全化に取り組む必要があり、

使用料収入の確保や事業運営にかかるコストを削減することで経営基盤の強化を図

るとともに、計画的、効率的な下水道施設の改築更新やダウンサイジングなどにより

投資の合理化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

投資・財政計画 財源試算 投資試算  

【投資以外の経費】 
反映 

効率化・経営健全化の取組み 

危機管理体制の強化 投資の合理化 経営基盤の強化 

均衡 
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○効率化・経営健全化の取組み ～施策の体系～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. 経営基盤の強化 

（１） 人材の育成 
近年、下水道技術は高度化・複雑化しており、適切な維持管理や効率的な運用に

は専門的な知識と技術が不可欠です。しかし、職員の減少や世代交代が進む中、人

員の確保と技術の継承が大きな課題となっています。 

そのため、体系的な研修の実施や OJT の強化に加え、若手職員の採用や育成を

積極的に進めることとします。さらに、最新技術を活用できる人材の確保と育成を推

進し、持続可能な下水道運営を実現することで、安全で快適な生活環境の維持につ

なげていきます。 

 

  主な取組   職員研修・専門研修、OJT の実施 

（１）  人材の育成 

（２）  民間活力の活用 

（３）  水洗化率の向上 

（４）  不明水対策 

（５）  資金管理・調達に関する取組 

（６）  農業集落排水の公共下水道への接続 

（７）  下水道使用料の改定 

（１）  ストックマネジメントの推進 

（１）  危機管理等の体制整備 

（２）  施設の耐震化 

（３）  公共用水域の水質保全 

経営基盤の強化 

危機管理体制の強化 

投資の合理化 

（８）  その他経営基盤強化の取組 
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（２） 民間活力の活用 

近年、上下水道施設の老朽化に伴い、維持管理費が増加するなか、適正な維持

管理に加え、技術サポートやコスト配分の見直しを通じて、さらなる効率化とコスト削

減、サービス向上が求められています。 

また、下水道事業に従事する職員の減少により、災害対応が難しくなる可能性が

あるため、施設の維持管理については、高い専門性と技術力を持つ民間事業者への

包括発注を継続して実施することとしています。 

  

 

 

（３） 水洗化率の向上 

 令和 5 年度末現在、水洗化率は約 92％となりました。しかし、依然として下水道に

接続していない世帯があり、水洗化率のさらなる向上が求められます。水洗化率を高

めるためには、未接続世帯に対し下水道の利便性や衛生面でのメリットを十分に周

知し、接続を促進することが重要だと考えられます。 

 今後はホームページを活用した広報活動を行い、水洗化率の向上を図ることで、

下水道事業の安定した運営に不可欠な料金収入の増加につなげていきます。 

 

 

 

（４） 不明水対策 

不明水とは、下水道管路内への侵入水を指します。平成 25 年の台風 18 号による

県内の下水道施設の被害により不明水の流入問題が顕在化しました。不明水の放

置は道路陥没など生活環境に支障がでるだけでなく、汚水処理費の増大や流域下水

道負担金にも大きく影響を及ぼします。 

県や流域下水道関連市町との連携のもと発生源の調査を行うとともに、被害軽減

対策に取組みます。 

  

 

 

  

 主な取組   効率的な民間委託の実施 

 主な取組   下水道水洗化普及促進のための広報活動の実施 

 主な取組   不明水対策の実施。県・関連市町との不明水対策検討会への参加 
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（５） 資金管理・調達に関する取組 

減価償却費等によって生じる内部留保資金について適切に見積もり、留保資金の

中で今後の事業を行っていくことが安定した経営を行うことに繋がります。 

また、企業債は、下水道施設の受益世代と費用負担世代の世代間の負担の公平

を確保するために必要なものですが、その償還は将来の下水道使用料収入を原資と

し、利子を付して償還することとなります。今後、施設の老朽化対策に取り組まねばな

らない状況を考慮すると、施設の更新等による新たな企業債の発行は避けられませ

ん。下水道の処理人口が減少し、将来の使用料収入の減少が見込まれる中では、将

来を担う世代に過大な負担とならないように、企業債残高の抑制・削減に努めます。 

平成 30 年４月に地方公営企業法を適用した本町においては、しばらくは企業債の

元金償還額が資本的支出に占める割合も高く、厳しい経営状況が続きます。国庫補

助金や企業債、一般会計からの繰入金等の資金を遅滞なく確実に調達し、資金不足

が発生することのないよう資金管理に努めます。 

  

 

 

（６） 農業集落排水の公共下水道への接続 

農業集落排水施設のうち、殿村・山中地区については、電気・機械設備の更新時

期を迎えています。しかし、更新して継続利用する場合と、公共下水道に接続する場

合を比較した結果、公共下水道に接続した方が年間約 1,100 万円の費用を節減でき

ることが分かりました。 

したがって、今後は公共下水道に接続することで、処理場の維持管理費や人件費

の削減を図るとともに、設備更新にかかる多額の投資を回避することとしています。 

さらに、公共下水道を利用することで、施設の老朽化に伴う突発的な修繕費用の

発生を抑え、長期的なコスト負担を軽減することが期待されます。 

これにより、地域の財政負担を低減し、より安定した排水処理の運用が可能となり

ます。 

 

 

 

  

 主な取組   計画的な起債による企業債残高の削減 

 主な取組   計画的な接続事業の実施 
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（７） 下水道使用料の改定 

安心で安全なくらしのために下水道施設の維持管理に努めるなかで、流域下水道

の汚水処理施設や管路施設の修繕や点検、更新、運転維持費用を流域内の自治体

が負担する料金のことである流域下水道管理運営費負担金が、令和 8 年度に単価

の引上げが見込まれます。 

また、今後想定以上に人件費、経費、建設改良費が上昇した場合、収益的収支が

マイナスとなる可能性があります。 

その場合は、適正な使用料の検討を通じた収入の安定化を図る必要があります。 

  

 

 

（８） その他経営基盤強化の取組 

より健全な事業運営を行うためには、町民のニーズも把握しながら下水道事業へ

の理解を深めていただくことが必要です。そのため、下水道事業の業務予定量や財

務状況等については、町ホームページ等で情報公開し、経営の透明性の確保を図り

ます。また、持続可能な安定した事業運営への理解を促進するため、指標等を取り入

れるなど分かりやすい情報提供に努めます。 

 

 

  

 主な取組   経営比較分析表等の公表 

 主な取組   適正な使用料の検討 
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２. 投資の合理化 

（１） 効率的・計画的な投資と長寿命化 
本町における最も古い下水道管渠は、昭和 62 年度に施工されており、37 年以上

が経過しています。管渠の法定耐用年数は 50 年であり、今後、耐用年数を超える管

渠が増加することで、大規模地震や腐食・劣化に伴う管渠の破損により道路陥没事

故の発生が懸念されます。最大口径は 1,200 ㎜であり、道路陥没が発生した場合、町

民の生活に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

このような事態を防ぐため、ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の調

査・修繕・改築等を適切に実施することで、老朽化・耐震化対策を推進していきます。 

 

３. 危機管理体制の強化 

（１） 危機管理等の体制整備 
下水道事業は、琵琶湖や河川など公共用水域の良質な水質の確保生命・財産を

守る浸水対策など、町民の生活に欠くことのできない重要なサービスを提供していま

す。そのため、防災や減災等対策に取り組む必要があります。 

竜王町地域防災計画に基づく下水道事業の役割が果たせるよう、高い危機管理

能力を備えた職員の資質向上に努めるとともに、事故や災害発生時の外部委託業者

との的確な対応体制の整備に努めます。また、広域においては、県、関連市町との連

携のもと体制整備と強化を図ります。 

（２） 施設の耐震化 
下水道施設は、電気、ガス、水道とともに重要なライフラインの 1 つです。震災等に

より施設機能が停止した場合、下水道管の損壊による道路陥没・交通渋滞、排水不

能により汚水が地表面に溢れるなど、町民の生活に甚大な影響を及ぼすことから、

施設の耐震化に取り組みます。 

（３） 公共用水域の水質保全 
本町の汚水は、町の下水道から琵琶湖流域下水道へ流入して湖南中部浄化セン

ター処理施設で高度処理された後、琵琶湖へ放流されています。 

滋賀県の高度処理人口普及率は令和 5 年度で 93.0％であり、水環境に対する持

続的な貢献は必要不可欠です。琵琶湖や河川など公共用水域の水質保全に貢献す

るため、未接続世帯への下水道接続普及促進を継続的に行うとともに、県および琵

琶湖湖南中部処理区関連市町との連携を図っていきます。 
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第５章 投資計画 

 

本町の下水道事業は、分流式下水道として汚水と雨水に分類し事業計画を立案し

ています。主な事業は、下水道管布設工事および改築工事、農業集落排水事業の特

定環境保全公共下水道への統合です。 

基本的な更新の考え方としては、老朽化の度合いや事故が発生した場合の影響

度、下水道事業全体の投資額、人員等を勘案し優先順位を決定しています。これか

らの下水道施設の定期的な点検調査、可能な限りの延命化を図り、適正な機能を確

保しつつ、老朽化した管渠などの改築更新を行うために、令和元年度にストックマネ

ジメント基本計画の策定を行っております。投資試算については、投資の効率化と健

全化の取組を踏まえながら、ストックマネジメント計画等に基づき見直しを行っていき

ます。 
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第６章 投資・財政計画（収支計画）  

１. 投資・財政計画（収支計画）：別紙 

 

２. 投資・財政計画（収支計画）の策定にあたっての説明 

 （１）収支計画のうち投資についての説明 

   施設整備については概ね完了しているため、今後は施設の改築・更新業務が主

となります。令和元年度に策定したストックマネジメント計画をもとに、施設の健全

度や重要度を考慮した効率的な点検・調査を実施し、計画的かつ効率的に施設更

新を行います。 

投資額には建設改良費として、管渠築造費と流域下水道建設負担金が含まれ

ています。 

管渠築造費については、農業集落排水の統廃合事業やストックマネジメント計画

などにより 10 年間で約 11 億 3 千万円を見込み、そこに設計委託費として 7％を上

乗せして事業費を算出しました。また、国土交通省による建設工事費デフレーター

を用いて、賃金や物価の変動を反映した建設工事の実質額を算出するため、設計

委託費を含んだ事業費に毎年度 2.3％の上昇を見込んで計上しています。 

流域下水道建設負担金については、年平均 2 千 4 百万円を計上しています。 

 

 （２）収支計画のうち財源についての説明 

  【収益的収入】 

    下水道事業における主な収益的収入は、営業収益の下水道使用料収入、営

業外収益の一般会計補助金及び長期前受金戻入です。使用料については、今

後の人口減少による減収は避けられないものと想定していますが、整備済区域

に加えて、整備予定区域における水洗化率の向上に努めることで減少率を抑制

したいと考えています。 

    また、一般会計からの補助金については、毎年度、総務省自治財政局長から

通知される「地方公営企業繰出金について」に定める基準に基づく繰入金（基準

内繰入金）が相当します。下水道における経費の負担区分は原則として雨水処

理に要する費用は公費、汚水処理に要する費用は下水道使用者が使用量に応

じて私費（下水道使用料）で負担することとされており、雨水処理にかかる経費と

分流式下水道等に要する経費を補助金として見込んでいます。 
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【資本的収入】 

    資本的支出（投資）に係る財源については、国土交通省の「社会資本整備総合

交付金事業」による国庫補助金を事業費の１/２程度見込んでいるほか、企業債

の借入、受益者負担金及び損益勘定留保資金で財源の確保を見込んでいます。

また、企業債の償還については、一般会計からの企業債償還に係る繰出基準

分の出資金を見込んでいます。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額の補填財源としては、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定

留保資金、利益剰余金処分額などを見込んでいます。 

 

 （３）収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

   本町では、料金徴収事務等について複数年にわたる包括的民間委託を行って

います。窓口サービスの拡大や収納率の向上、コスト削減と事務の効率化に効果

があり、今後も委託内容の改善を図りながら包括的民間業務委託を継続していく

経費を見込んでいます。 

   営業費用における人件費や動力費などの経費は、農業集落排水からの接続や

人口減少に伴う有収水量の変動を考慮し、過去の水量単価を基に算出していま

す。また、人件費の高騰や物価上昇も考慮に入れて試算しています。 

加えて、流域下水道管理運営費負担金については、令和 8 年度からの単価の

引上げを想定して試算しています。 
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３. 財政指標 

経営の健全性を評価するための指標として、経費回収率、経常収支比率、流動比

率、企業債残高対事業規模比率、水洗化率を定め、各指標の概要を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①経費回収率向上に向け、収入増加のための取組 

本町の経費回収率は、他会計補助金等を考慮するとすでに 100％を超えており、

下水道使用料収入により経費が賄われている状況です。 

計画期間中に一時的に 100％を下回ることもありますが、農業集落排水の接続事

業や水洗化率の向上に取り組むことで、下水道使用料の増加を目指し、10 年後には

再度回収率 100％以上となるよう努めます。 

 

②経費回収率向上に向け、支出削減のための取組 

農業集落排水施設を公共下水道に接続することで、処理場の維持管理費や人件

費の削減を図ります。 

また、不採算経費の削減を目指し、不明水対策を強化するとともに、管路の目視調

査やカメラ調査、修繕作業を継続的に実施していきます。 

 

③経費回収率向上に向けたロードマップ 

計画期間中は、将来的に経費回収率が 100％以上となるよう、安定した経営基盤

の確立を目指します。そのため、水洗化の普及促進活動を継続的に実施し、有収水

量の確保に努めます。 

また、約 5 年ごとに収支実績と取り組みの効果を確認し、目標との乖離を把握した

上で、その原因を分析します。分析結果を基に、今後の取り組み方針や収支見通し

を見直します。 

1152.0 ➘

水洗化率
処理区域内で下水道に

接続している人口の割合
上昇(➚) ％ 91.6 92.7 93.2 ➚

企業債残高対

事業規模比率

料金収入に対する

企業債残高の割合
減少(➘) ％ 1976.0 1385.0

102.2 100％以上

流動比率
流動負債に対する

流動資産の割合
上昇(➚) ％ 55.8 78.2 108.7 100％以上

経常収支比率
料金収入等の収益で

処理費用を賄っている割合
維持(→) ％ 102.4 100.6

経費回収率
使用料で回収すべき経費の使用

料回収割合
維持(→) ％ 104.9 101.7 107.2 100％以上

指標名 内容
目標の

方向性
単位

R5

現状値

R11

目標値

R16

目標値
目標基準
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第７章 経営戦略の進捗管理 

経営戦略の実施状況については、より実効性の高いものにしていくため、計画

(Plan)・実施(Do)・検証(Check)・見直し(Action)の、いわゆる PDCA サイクルにより毎

年度進捗管理（モニタリング）を行いながら、おおむね５年程度の期間で見直しを行い

ます。また、経営戦略と実績との乖離が著しい場合や県等の上位計画の変更、また、

経営戦略の前提となる経営、財政の条件が大幅に変更になった場合にも見直しを行

っていきます。 

本町では、「ストックマネジメント計画」を策定しており、こうした内容も「経営戦略」

の見直しに反映することとしています。 
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竜王町下水道事業経営戦略 
 

竜王町上下水道課 

所在地：〒520-2592 

滋賀県蒲生郡竜王町大字小口 3 番地 

TEL：0748-58-3708 

FAX：0748-58-2646 

Mail ：jougesui@town.ryuoh.shiga.jp 

URL：http://www.town.ryuoh.shiga.jp/ 
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